
ＺＥＤＩ接続サービス利用規定（2023年 7月改定）  

 

ＺＥＤＩ接続サービス（以下「本サービス」という）とは、一般社団法人全国銀行資金決済ネットワークの「全銀EDIシステ

ム」（以下「ＺＥＤＩ」という）を利用して株式会社三井住友銀行（以下「当行」という）との取引に関するデータの授受をす

る利用者が占有・管理する端末（以下、「端末」という）を用いた依頼に基づいて行う以下の各サービスをいうものとしま

す。本サービスの利用にあたっては、本申込書に定めのある場合を除き、「三井住友銀行のファームバンキングサー

ビス利用規定」および「三井住友銀行の総合振込・給与（賞与）振込・個人地方税納付データ伝送サービス利用規定」

に準ずるものとします。なお、本サービスの利用に関して万一紛議が生じても、当行は責任を負いません。  

 

１． 本サービス利用における前提および制約 

契約者は、本サービス利用において、以下の前提と制約があります。  

（1） 本サービスは三井住友銀行のファームバンキングサービスのうち、パソコンバンクサービス・パソコンバンクサー

ビス（国内版）ＶＡＬＵＸ接続用（以下「パソコンバンク（ＶＡＬＵＸ）という」）・コンピュータバンクサービスのいずれ

かのご契約に付帯できるサービスです。  

（2） ＺＥＤＩに直接接続するサーバーまたはＥＢソフトをご利用の場合、一般社団法人全国銀行資金決済ネットワーク

が提供する「クライアント証明書」が必要です。  

（3） ＺＥＤＩをＶＡＬＵＸ通信（ＶＡＬＵＸセンター経由）でご利用の場合株式会社NTTデータが提供するインターネット

回線サービスの「全銀ファイル伝送（ＶＡＬＵＸ）」のご契約と「ＶＡＬＵＸ証明書」が必要です。  

（4） 本サービスについては、契約者が利用する端末・ＥＢソフトおよび契約者の本サービス申込内容によっては一部 

制限される場合があります。 

 

２． 本サービス内容  

（1） 総合振込（ＸＭＬ電文形式）  

① 本サービスは、当行の総合振込サービス利用口座について、契約者がＺＥＤＩを利用したＸＭＬ電文形式の総 

合振込データを伝送できるサービスをいうものとします。  

② 本サービスにて契約者が総合振込を利用する場合は以下の方法で行ってください。  

ａ．契約者は、依頼明細データを、当行所定のデータ伝送完了時限までに当行に到着するように、ＺＥＤＩ所定の 

方式でＺＥＤＩ宛またはＶＡＬＵＸセンター宛に送信してください。  

ｂ．当行がデータ伝送依頼をＺＥＤＩまたはＶＡＬＵＸセンターより受信し、当行が認識した会社コードが契約上の 

会社コードと一致した場合は、当行は契約者からの依頼とみなします。 

  ｃ．前項のデータ伝送依頼を行った後、直ちに当行所定の方法により、伝送した依頼内容の確認連絡を行ってく 

ださい。  

（2） 振込入金明細照会・入出金明細照会（ＸＭＬ電文形式）  

① 本サービスは、当行の取引口座照会サービス利用口座について、契約者がＺＥＤＩを利用して振込入金明細照 

会・入出明細照会を行った場合、契約者を受取人とする固定長形式の為替通知（以下、「為替通知」という）の 

うち、ＺＥＤＩ経由で実施された総合振込による為替通知について、「ＥＤＩ情報欄」に、ＺＥＤＩ所定の形式による 

２０桁以内の文字等で表記された金融ＥＤＩ情報授受用のキー（以下、「ＥＤＩキー情報」という）が添付されてい 

る場合に、このＥＤＩキー情報を取引口座照会サービスを通じて当行よりＺＥＤＩまたはＶＡＬＵＸセンターに連携 

することで、契約者が金融ＥＤＩ情報付明細をＸＭＬ電文形式で取得できるサービスをいうものとします。  

② 当行が受領した為替通知にＥＤＩキー情報が添付されている場合であっても、為替通知において当行の支店 



名・預金種目・口座番号、または受取人名等に不備がある場合は、当行よりＺＥＤＩにＥＤＩキー情報が連携され 

ず契約者に通知されないことがあります。  

 

３． 規定の変更  

（1） 当行は本利用規定の変更が必要であると判断した場合には、当行ホームページへの掲載等、その他相当の方 

法で契約者に変更内容を公表することにより、本利用規定の内容を変更できるものとし、変更後の本利用規定は 

公表の際に定める１週間以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。契約者は、公表された内 

容に同意しない場合には、公表の際に定める、1週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行に通 

知するものとします。当行がこの変更に同意しない旨の通知を受領しない場合には、変更に同意があったものと 

みなします。また、変更に同意しない旨の通知があった場合には、当行は事前に通知することなく本契約を解約 

することができるものとします。  

（2） 本利用規定が店頭配備の申込帳票その他の書面に印字されている場合には、最新の本サービス、本利用規定 

の内容を反映していないことがあります。そのため、契約者は、本サービスの申込みおよび本サービスの利用に 

あたり、事前に当行ホームページに掲載された最新の本利用規定をご確認ください。 

 

 

 

 以上 


